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公益財団法人 東京都柔道連盟 定款 細則   

        

第１章  総則  

弟１条 (目的) この細則は、定款第４１条に定める定款の施行に関する細則を定めること

を目的とする。 

 

第２章   事業 

第２条 (事業) この法人は定款第４条の事業を行い、柔道の普及振興を図る。 

第３条 (全柔連登録制度) 本連盟及び加盟団体が主催若しくは後援する事業に参加しよう

とする者は、本連盟に登録するものとする。種別等は別表による。 

第４条 (報告義務) 本連盟及び加盟団体が主催、主管若しくは後援する競技会等の成績は、

本連盟に報告するものとする。 

第５条 (競技規則) 「講道館柔道試合審判規定」及び「国際柔道連盟試合審判規定」を本

連盟の競技規定とする。 

第６条 (競技者規程) 全日本柔道連盟が制定した競技者規程による。 

              

第３章  執行役員 

第 7 条 (執行役員) 会長は執行役員として、副会長若干名・専務理事１名・常務理事（兼

事務局長）１名を、理事会の決議を得て任命することができる。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

第４章  名誉役員選任 

第８条 (名誉役員) 会長は次の名誉役員を理事会の決議を得て任命することが出来る。名

誉役員は名誉会長・名誉顧問・顧問・参与・相談役・常任相談役とする。 

第９条 (職務) 名誉役員は、この法人の重要事項について会長に意見を述べることが出来

る。常任相談役は、常任理事会、理事会、評議員会に出席して重要事項について、

意見を述べることが出来る。 

 

第５章  専門委員会 

第１０条 (専門委員会) 各専門委員会の活動は、理事会が定める公益財団法人東京都柔道

連盟専門委員会規程により運営される｡ 

２ 専門委員会委員長が評議員であるときは、常任理事会にオブザーバーとして出席

し、意見を述べることが出来る。 

 

第６章  加盟団体 

第１１条 (加盟団体) この法人の加盟団体は、東京都内の地区毎に統括された単一柔道団

体２４団体に、全国的に組織された柔道団体６団体を加えた３０団体とする。 
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   ２ 本連盟に加入しようとする団体は、その代表者より次の書類を提出しなければな

らない。 

(１) 加盟申請書 

(２) 規約 

(３) 役員一覧表 

(４) 所属組織一覧表 

(５) 当年度の事業計画書及び予算書並びに前年度事業報告書及び決算書 

(６) その他参考になされるもの               

第 1２条 (退会) 加盟団体が退会をするときは、その理由を付して退会届を提出し理事会

において理事現在数の過半数の同意を得なければならない。   

                                                                            

 第７章  分担金  

第１３条 (分担金) 加盟団体は分担金を年３０，０００円、都柔連に納付する。 

                                                                                                                                                                                                                   

第８章  諸規程 

第１４条 (諸規程) この法人の運営に関する諸規程は、理事会が定める諸規程による。 

                                                                                                                                                                                                                                             

第９章   段位 

第１５条 (段位) 本連盟及び加盟団体に所属する者の段位は(財)講道館段位による。 

 

第１０章   細則の変更 

第１６条 (細則の変更) この細則の変更は評議員会で、３分２以上の議決を必要とする。  

 

 

附則 

この細則は、定款同様、設立登記の日から施行する。                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                     


